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情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　　　

老
齢
や
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年

金
（
老
齢
年
金
）
は
、
雑
所
得
と
し
て
所

得
税
の
課
税
対
象
に
な
り
ま
す
。
老
齢
年

金
を
受
け
て
い
る
人
に
は
、
一
年
間
の
年

金
支
払
総
額
な
ど
を
記
載
し
た
「
源
泉
徴

収
票
」
が
日
本
年
金
機
構
か
ら
１
月
下
旬

に
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
な
ど

の
際
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
は
、
課
税
の
対

象
で
は
な
い
た
め
、
源
泉
徴
収
票
は
送
付

さ
れ
ま
せ
ん
。

　

紛
失
な
ど
に
よ
り
源
泉
徴
収
票
の
再

発
行
が
必
要
な
場
合
は
、「
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
」
で
申

請
す
る
か
、
次

の
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
ま
た
は
彦
根

年
金
事
務
所
へ

問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
‐
05
‐
１
１
６
５

彦
根
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

☎
０
７
４
９
‐
23
‐
１
１
１
６

避難所生活用水に
将
来
へ
の
橋
渡
し
　
国
民
年
金

　地下水処理工事などを手がける近畿
地水株式会社 （上岸本町）から創業30
周年記念事業の一環として、災害時用
の浅井戸を市内の指定避難所30カ所に
設置していただきました。
　浅井戸設置に係る材料や工事は、同
社から無償で提供いただき、平成30年
11月から約２年をかけ、市内小中学校や
コミュニティセンターなど指定避難所へ
の設置が完了しま
した。
　浅井戸は、災害
時の生活用水など
に活用させていた
だきます。
防災危機管理課
050-5801-5617
0748-24-0752　　

■記号の説明・・・ ＝申込み　 ＝問合せ　 ＝ IP電話　 ＝ファクス

　
口
座
振
替
は
、
金
融
機
関
な
ど
に
行
く

手
間
が
省
け
、
納
め
忘
れ
も
な
く
大
変
便

利
で
す
。

　

口
座
振
替
に
は
、
当
月
分
の
保
険
料
を

当
月
末
に
振
替
納
付
す
る
こ
と
で
、
毎
月

50
円
割
引
さ
れ
る
「
早
割
」
や
、
現
金
納

付
よ
り
も
割
引
額
が
大
き
い
「
６
カ
月
前

納
・
１
年
前
納
・
２
年
前
納
」も
あ
り
ま
す
。

　

前
納
で
の
口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
、
年
金
手
帳
、
通
帳
、
届
出
印
を
持

参
の
上
、
金
融
機
関
ま
た
は
彦
根
年
金
事

務
所
、
保
険
年
金
課
、
各
支
所
で
２
月
末

ま
で
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

■
現
金
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の

　

前
納
も
で
き
ま
す

　
口
座
振
替
に
加
え
て
現
金
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
納
付
に
つ
い
て
も
割
引
額
が
大

き
い
前
納
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

申
込
期
間
は
、
口
座
振
替
と
同
様
に
２

月
末
ま
で
と
な
り
ま
す
。

彦
根
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

☎
０
７
４
９
‐
23
‐
１
１
１
４

保
険
年
金
課　

０
５
０
‐
５
８
０
１
‐
５
６
３
１

０
７
４
８
‐
24
‐
５
５
７
６

 浅井戸30基を設置

公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
が

　
　
　
　
　
　
　

    

送
付
さ
れ
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は

  　

口
座
振
替
が
便
利
で
お
得
で
す

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
支
援

市
内
中
小
企
業
者
の
皆
さ
ん
へ

　
　

東
近
江
市
家
賃
等
支
援
給
付
金

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
売
上
が
減
少
し
、
事
業
運
営
に
支

障
が
生
じ
て
い
る
中
小
企
業
者
な
ど
に
対

し
て
、
事
業
実
施
に
必
要
な
賃
料
お
よ
び

固
定
費
に
係
る
負
担
軽
減
や
事
業
継
続
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
家
賃
等
支
援
給
付
金

を
給
付
し
ま
す
。

■
対
象　

市
内
中
小
企
業
者
な
ど

■
対
象
経
費

　

土
地
・
家
屋
の
賃
料
お
よ
び
光
熱
費
な

ど
の
固
定
費

■
給
付
要
件

・
令
和
２
年
５
月
〜
12
月
の
い
ず
れ
か
１

カ
月
の
売
上
が
前
年
同
月
と
比
較
し
、
20

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
減
少
し
て
い
る
こ
と
。

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
応

し
た
融
資
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

■
給
付
金
額

　

対
象
経
費
の
１
カ
月
相
当
額
の
２
倍
の

金
額
（
上
限
40
万
円
）

■
申
込
み
期
限

　

１
月
29
日
㈮
ま
で

商
工
労
政
課

０
５
０
‐
５
８
０
２
‐
９
５
４
０

０
７
４
８
‐
２
３
‐
８
２
９
２

 近畿地水株式会社

浅井戸で地下水をくみ
上げる様子（保健子育
て複合施設ハピネス）

大人への第一歩、忘れず手続きを

■年金手帳は大切に保管しましょう

　日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人は、国
民年金に加入し、保険料を納めることが必要です。
国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万一、
病気やけがで障害が残った場合や一家の働き手が
亡くなった時などに、あなたやあなたの家族の生
活を守ってくれます。
　ただし、加入の届出や保険料の納め忘れがある
と年金が受けられないこともあります。
　加入の手続きは、保険年金課や各支所、彦根年
金事務所へ問い合わせてください。
　学生や収入が少なく納付が困難な人は、保険料
の支払いを猶予・免除する制度があります。 　国民年金や厚生年金に加入すると基礎年金番

号が記載された年金手帳が交付されます。加入
記録や保険料の納付状況などは、この番号で管
理されます。年金手帳は、年金に関する手続きに
必要となりますので、大切に保管してください。

老齢基礎年金　老後を支えます。
障害基礎年金　病気やけがで障害の状態になった人
　　　　　　　を支えます。
遺族基礎年金　亡くなった人により生計を維持されて
  　　　　　　 いた「子のいる配偶者」や「子」を支え
　  　　　　　 ます。

■国民年金の給付は、３種類の基礎年金

彦根年金事務所国民年金課　☎0749-23-1114
保険年金課

050-5801-5631　 0748-24-5576

被保険者
の種類 第１号被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者

対象者
20歳以上60歳未
満の自営業者、
農林漁業者、
学生など

会社員、
公務員など

第２号被保険
者に扶養され
ている配偶者

保険料

国民年金保険料
【定額】
  月額16,540円  
 （令和２年度）

厚生年金保険
料率  18.3％
（令和２年11月
現在）
労使折半で保
険料を負担

被保険者本人
は保険料負担
を要しません。
配偶者が加入し
ている年金の
保険者が負担

20歳になったら国民年金
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と

　
　

   　

生
活
習
慣
病
に
つ
い
て

　

 

 　

生
活
習
慣
病
と
は
、

「
高
血
圧
」「
糖
尿
病
」

「
脂
質
異
常
症
」
を
示

す
こ
と
が
多
い
で
す

が
、
こ
れ
ら
の
病
気
は

主
治
医
と
相
談
し
な
が

ら
付
き
合
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
い
け
な
い
病
気

で
す
。
初
期
に
お
い
て

は
症
状
が
乏
し
く
軽
視

し
が
ち
で
す
が
、
最
終

的
に
は
動
脈
硬
化
を
お

こ
し
、
心
筋
梗
塞
や
脳

梗
塞
、
さ
ら
に
認
知
症

と
も
関
係
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

今
回
の
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
広
が

り
の
た
め
、「
テ
レ
ワ
ー
ク
」「
外
出

手
控
え
」
な
ど
に
よ
る
生
活
習
慣
が

大
き
く
変
わ
り
、
ス
ト
レ
ス
の
増
加
、

運
動
不
足
が
蔓ま

ん
え
ん延

し
て
お
り
、「
コ
ロ

ナ
太
り
」
と
い
う
言
葉
も
生
ま
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
る
「
肥

満
」
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
重
症
化
に
つ
な
が
る
こ
と
が
報

告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で

本
来
必
要
な
医
療
機
関
へ
の
受
診
が

20
．
４
パ
ー
セ
ン
ト
減
少
し
た
と
報
告

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、

「
病
院
・
医
院
」
で
感
染
す
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
「
心
配
」
が
要
因
で
あ

る
と
思
わ
れ
ま
す
。
東

近
江
医
師
会
で
は
、
ウ

イ
ル
ス
対
策
を
徹
底

し
、
患
者
さ
ん
に
安
心

し
て
受
診
で
き
る
医
療

現
場
で
の
診
察
を
継
続

し
て
お
り
ま
す
。

　

冬
は
寒
さ
の
た
め
に

更
に
運
動
習
慣
が
減
少

し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は

生
活
習
慣
病
の
悪
化
に

つ
な
が
り
ま
す
。
生
活

習
慣
病
の
悪
化
は
免
疫

力
を
低
下
さ
せ
、「
ウ

イ
ル
ス
に
感
染
し
や
す

い
身
体
」
に
な
り

ま
す
。
ぜ
ひ
と
も

必
要
な
医
療
を

継
続
し
て
い
た

だ
き
、「
ウ
イ
ル

ス
に
負
け
な
い
身

体
」
作
り
を
目
指

し
て
く
だ
さ
い
。

 シリーズ
『東近江医師会』からの提言

新型コロナと向き合う
                    vol.4 
一般社団法人 東近江医師会

☎0748‐24‐1441　  0748‐24‐1444

布引内科クリニック
　山田　衆 医師
布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック布引内科クリニック
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・ 収支内訳書、医療費控除の明細書は、事前に作成してください。
・ 医療費は高額療養費の手続きを先に済ませてください。 ２

月
16
日
㈫
〜
３
月
15
日
㈪

申
告
は
お
早
め
に

　

令
和
３
年
度
市
民
税
・
県
民
税
と
令
和
２
年
分
所
得
税

の
申
告
の
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す
。

　

期
間
中
は
、
申
告
会
場
が
大
変
混
み
合
い
ま
す
。
所
得

税
の
申
告
書
は
自
分
で
作
成
し
、
税
務
署
へ
郵
送
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

市
民
税
課

０
５
０
‐
５
８
０
１
‐
５
６
０
４

０
７
４
８
‐
24
‐
５
５
７
７

所得税の確定申告を行うと、市民税・県民税の申告をしたものとみなされます。

私は申告が必要ですか？

令和２年中に収入がある。

 はじめにチェック！ 令和３年１月１日現
在、本市に住所の
ある人が対象です。

いいえ

は
い

市内に住む
親族に扶養
されている。

Dへはい

いいえ Bへ

スタート

公的年金収入がある。 ❷へ

保険の満期返戻金など
一時的な収入がある。 ❸へ

農業所得、不動産所得、事業所
得のいずれかがある。（自
営業・外交員・内職など）Cへ

譲渡・配当所得 （土地や建物、
株式の取引による収入
など）がある。 Aへ

収入－必要経費－50万円
が０円より大きくなる。

Cへ Dへ

❸
い
い
え

は
い

A 所得税の確定申告が必要です。

B 市民税・県民税の申告が必要です。

C 所得税または市民税・県民税の申告が必要です。
　　※金額や内容によって、申告の種類が異なります。

D 申告の必要はありません。

詳しくは、
11・12ペー
ジを確認
してくだ
さい。

公的年金以外
の所得がある。

Aへ

Bへ

Aへ

公的年金以
外の所得が
20万円以下
である

いいえ

はい

いいえ

は
い

は
い

公的年金収入が
400万円以下である。❷

い
い
え

市
民
税
・
県
民
税
お
よ
び
所
得
税
の

※控除内容
に変更があ
る人はＢへ

は
い

い
い
え

源泉徴収票
に源泉徴収
税額の記載
がある

年末調整をし
た給与所得以
外に、ほかの
会社の給与収
入や農業所得
などがある。

い
い
え

医療費控除な
どの控除内容
に変更がある。

ほかの所得が
20万円以下で
ある。

は
い

Cへ DへBへ Aへ

い
い
え

は
い

い
い
え

は
い

勤務先で年末調整が済ん
でいる。❶

AへAA

は
い

CへCC

い
い
え

給与収入がある。 ❶へ

※所得税の納付・還付が生じる場合や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料
　などの軽減判定、その他の行政サービスを受ける上で申告が必要になる場合があります。

Dへ

東近江市自書申告
キャラクター「ポストん」

申告はお早め
に！

。

。

提出方法は次の３つです

②市役所新館・各支所の「申告書提出ポスト」へ投函する
　２月９日㈫から３月15日㈪まで、市役所新館は24時間（土・日曜日、祝
日を含む。）、支所は平日の８：30～17：15に申告書提出ポストを設置します。

③近江八幡税務署へ提出する
　ｅ Ｔーａｘ（データ送信）や郵送でも提出できます。
　〒523-8502　近江八幡市桜宮町243番地２
　 近江八幡税務署　☎0748-33-3141

①特設の申告会場で提出する

受付日 会場・開設時間（12：00～13：00は除く。） ※いずれの申告会場も市内全地区の人が対象です。

２月９日㈫、
10日㈬

還
付
の
申
告

やわらぎホール（能登川コミュニティセンター隣）
９:30～15:30 医療費控除など還付申告の人

※作成済の還付の申告書は、１月から
　近江八幡税務署へ提出することがで
　きます。

２月12日㈮、
15日㈪

八日市文化芸術会館　９：30～15：30

２月16日㈫

～

３月15日㈪
（土・日曜日、
祝日は除く。）

市民税・県民税の申告、確定申告のいずれも受付 市民税・県民税の申告のみ受付

八日市文化芸術会館
　　　　開設時間 ９：30～15：30

◆地区相談会場　２月16日㈫～26日㈮　
　•税理士による事業所得者を中心とした「地区相談
      会場」が設置されます。（開設時間９：30～15：30）
　　 事業所得者・不動産所得者
　　※譲渡所得の申告相談（土地建物や株式）は行いま
　　　せんので、近江八幡税務署で申告してください。

◆開設時間の延長
　３月10日㈬　17：00～18：30

各支所、出張所
開設時間 ９：00～16：00
（事情により、八日市文化芸術会
館に行くことができない人の確定
申告に限り受け付けします。）

２月18日㈭～24日㈬ 湖東支所

２月19日㈮～25日㈭ 愛東支所

２月25日㈭～３月２日㈫ 五個荘支所

２月26日㈮～３月３日㈬ 蒲生支所

３月３日㈬～８日㈪ 能登川コミュ
ニティセンター

３月５日㈮ 鈴鹿の里コミュ
ニティセンター

３月８日㈪～10日㈬ 永源寺支所

提出方法は次の３つです

申告の方法と
　　                                                 日程・会場

※混雑の状況により受付時間を繰り上げることがあります。

市民税・県民税申告
に関する問合せ先
市民税課　　
050-5801-5604
0748-24-5577

確定申告に関する
問合せ先
近江八幡税務署
☎0748-33-3141

◆所得税の申告書作成が自宅で簡単に！
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した
申告書を直接税務署に提出することで、会場の混雑を避けることが
できます。また、事前に税務署でＩＤ、パスワードを取得しておけば、
スマートフォンなどから直接データを送信して申告を済ませることが
できます。詳しくは近江八幡税務署へ問い合わせてください。

収支内訳書 医療費控除の明細書

お願い

▲国税庁
　ホームページ



広報ひがしおうみ　2021.1.1　1213　広報ひがしおうみ　2021.1.1

　次の所得などに関する申告は、市内申告会場では
受け付けできません。近江八幡税務署で申告してく
ださい。
①譲渡所得　
　土地・建物の売買や株式の取引による収入などの申告
　上場株式などに係る譲渡損失の損益通算および繰越控除
②配当所得　
　上場株式の配当などで申告分離課税の適用を選択したもの
③青色申告
　※２月16日㈫～26日㈮の期間のみ八日市文化芸術
      会館でも受付できます。
④準確定申告　亡くなられた人の申告
⑤先物取引・ＦＸ（外国為替証拠金取引）
⑥住宅借入金等特別控除（初年分）　
　（特定増改築等）住宅借入金等特別控除や住宅耐震
　改修、住宅特定改修、認定住宅新築等特別税額控
   除を新たに申告する場合
⑦過年分（令和元年分以前の申告）
⑧雑損控除
　台風などの災害や盗難などで被害を受けた場合の控除

 
□申告者の本人確認書類
□「確定申告のお知らせ」はがきまたは申告書、利
　用者識別番号などの通知
　（税務署から届いた人は持参してください。）
□認印（朱肉を必要とする印鑑）
□源泉徴収票〈給与収入や年金収入のある人〉
□社会保険料納付確認書（国民健康保険料・介護
　保険料・後期高齢者医療保険料を納付している人
　には１月中旬に市役所から送付されます。）
　※国民年金保険料は、日本年金機構から送付され
　　た控除証明書を必ず持参してください。
□生命保険料・地震保険料の控除証明書
□令和２年中に支払った医療費控除の明細書〈医療
　費控除を受ける人〉
　※事前に受診者、医療機関ごとに集計し、明細
　　書を作成してください。
　※ 領収書の添付は不要ですが、５年間自宅で保管
してください。

□障害者手帳・療育手帳など〈障害者控除を受ける人〉
□収支内訳書〈農業や事業、不動産所得のある人〉
□寄附金控除証明書または寄附金の受領書〈寄附金
　控除を受ける人〉
□住宅借入金控除関係書類〈住宅借入金等特別控
　除を受ける２年目以降の人〉
□その他の所得や経費の証明書類
□申告者本人の金融機関の口座が分かるもの〈還付
　を受ける人〉

申告に必要なもの

こんなときは税務署で申告を

確定申告に関する
その他のお知らせ

　
　

　

２
月
16
日
㈫
か
ら
近
江
八
幡
税
務
署
の
確

定
申
告
書
作
成
会
場
（
受
付
時
間
：
９
時
〜

16
時
）
を
開
設
し
ま
す
が
、
還
付
申
告
は
２

月
15
日
㈪
以
前
で
も
提
出
可
能
で
す
。

　

確
定
申
告
書
作
成
会
場
で
は
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
を
図
る

た
め
、
混
雑
状
況
に
よ
っ
て
は
相
談
受
付

を
早
期
に
終
了
す
る
な
ど
、
密
を
避
け
る

た
め
の
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

ご
自
宅
な
ど
か
ら
次
の
い
ず
れ
か
の
方

法
で
の
提
出
が
可
能
で
す
。

① 

e-

Ｔ
a
ｘ
（
電
子
申
告
）
で
申
告
（
事

前
に
利
用
開
始
の
た
め
の
手
続
な
ど
が

必
要
）

② 

印
刷
し
て
郵
便
ま
た
は
信
書
便
に
よ
り

税
務
署
に
送
付

③ 

税
務
署
の
受
付
に
持
参
（
閉
庁
時
間
内

も
含
め
、
税
務
署
の
時
間
外
収
受
箱
へ

の
投
函
も
可
）

　

特
に
、
会
社
に
お
勤
め
さ
れ
て
い
る
人

や
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
人
は
、「
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
」
で
の
手
続
き
が
簡
単
で

便
利
で
す
。

※
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
と
「
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
対
応
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
」
を
お
持
ち
の
人
は
、
e-

Ｔ
a
ｘ
で

申
告
で
き
ま
す
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
対
応
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど

持
っ
て
い
な
い
人
も
、「
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー

ド
方
式
の
届
出
完
了
通
知
」
に
記
載
さ
れ

た
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
e-

Ｔ
a
ｘ
で
送
信
で
き
ま
す
。

　

な
お
、「
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
の
届

出
完
了
通
知
」の
発
行
を
希
望
す
る
場
合
は
、

申
告
さ
れ
る
ご
本
人
が
顔
写
真
付
き
の
本
人

確
認
書
類
を
持
参
の
上
、
税
務
署
で
手
続
が

必
要
で
す
。
今
回
、
近
江
八
幡
税
務
署
が
出

張
所
を
開
設
し
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
ぜ

ひ
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

■
出
張
所
の
開
設

 

１
月
７
日
㈭
、
８
日
㈮

　

午
前
11
時
30
分
か
ら
午
後
３
時
ま
で

市
役
所
本
館
１
階
ロ
ビ
ー

　

令
和
２
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
に
市
で

納
付
が
確
認
で
き
た
国
民
健
康
保
険
料
、

介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
「
社
会
保
険
料
納
付
確
認
書
」
を
１
月

中
旬
に
納
付
義
務
者
へ
送
付
し
ま
す
。
令

和
２
年
分
確
定
申
告
の
保
険
料
控
除
と
し

て
申
告
す
る
人
は
、
こ
の
納
付
確
認
書
を

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
年
金
か
ら
引
き
去
り
と
な
っ
て
い

る
保
険
料
分
は
、
年
金
支
払
者
ま
た
は
日
本

年
金
機
構
な
ど
か
ら
１
月
下
旬
に
送
付
さ
れ

る
「
源
泉
徴
収
票
」
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
課　

０
５
０
‐
５
８
０
１
‐
５
６
３
２

０
７
４
８
‐
24
‐
５
５
７
６

■
障
害
者
控
除

　要
介
護
認
定
を
受
け
、
認
知
症
や
寝
た

き
り
度
が
重
度
の
満
65
歳
以
上
の
人
が
対

象
と
な
り
ま
す
。
申
告
に
は
、
市
が
発
行

す
る
『
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
』
が

必
要
で
す
。

※
認
定
書
は
、
市
が
定
め
る
認
定
基
準
に

基
づ
き
交
付
し
ま
す
。

■
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

　要
介
護
認
定
を
受
け
、
寝
た
き
り
状
態

で
治
療
上
お
む
つ
の
使
用
が
必
要
な
場
合

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

初
め
て
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、

医
療
機
関
発
行
の『
お
む
つ
使
用
証
明
書
』

が
、２
年
目
以
降
の
人
は
、
市
が
発
行
す

る『
確
認
書
』が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、２

年
目
以
降
で
も
「
主
治
医
意
見
書
」
で
お

む
つ
の
使
用
が
必
要
で
あ
る
と
確
認
で
き

な
い
場
合
は
、医
療
機
関
が
発
行
す
る『
お

む
つ
使
用
証
明
書
』が
必
要
で
す
。

※
こ
れ
ら
の
手
続
き
は
、
確
定
申
告
の
前

に
次
の
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

長
寿
福
祉
課　

０
５
０
‐
５
８
０
１
‐
５
６
７
８

０
７
４
８
‐
24
‐
１
０
５
２

　

ま
た
は
各
支
所

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定

　
　
　
　
高
齢
者
に
係
る
控
除

申
告
時
に
ご
利
用
を
！

「
社
会
保
険
料
納
付
確
認
書
」

　ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、下記
の①～③のすべてに該当する人に適用される、確
定申告を行わなくてもふるさと納税による寄附金
控除を受けることができる制度です。

①令和２年中にふるさと納税を行い、納税先の自 
   治体にワンストップ特例制度を申請した人
②確定申告または住民税の申告をする必要がない人
③ふるさと納税先の自治体が５団体までの人

　上記①～③のすべてに該当する人でも、控除の
追加などを申告する場合は、ワンストップ特例制
度の申請が無効となるため、ワンストップ特例制
度の申請を行ったふるさと納税分も含めて申告が
必要となります。
　控除を追加する証明書と寄附先の自治体が発
行する寄附金控除証明書または受領書を必ず申告
会場に持参してください。

ふるさと納税ワンストップ

特例制度を申請された人へ

本人確認書類の提示または
写し（コピー）の添付が必要です。
本人確認書類

■マイナンバーカードをお持ちの人は

マイナンバーカードだけで本人確認（番号確
認と身元確認）が可能です。

■マイナンバーカードをお持ちでない人は
番号確認書類
≪本人のマイナンバーを確認できる書類≫
・通知カード（顔写真のないもの）
・マイナンバーの記載がある住民票の写し
　などのうちいずれか一つ

身元確認書類
≪記載したマイナンバーの持ち主であること
を確認できる顔写真付きのもの≫
・運転免許証　・身体障害者手帳
・在留カード　  ・パスポート
　などのうちいずれか一つ

※申告の際にはマイナンバーの記載が必要です。
マイナンバーの記載は本人以外に控除対象配偶
者や扶養親族も必要です。（扶養親族の本人確
認書類の写しは不要です。）

＋

■記号の説明・・・ ＝日時　 ＝場所　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用

　　　　　　　　　 ＝申込み　 ＝問合せ　 ＝ IP電話　 ＝ファクス

　

＝費用

～東近江市ももクロクーポン券の
　　　使用期限が近づいています～
　市内での飲食、お買いものなどさまざまなサービス
に使用できる「東近江市ももクロクーポン券」を全世帯
を対象に配布しました。
　使用期限を過ぎると使用できませんので注意してく
ださい。

■使用期限　１月31日㈰まで

■プレゼント企画　クーポン券を使用した応募者の中から
　抽選で、東近江市の厳選された商品をプレゼントします。
　【応募方法】カタログBOOKの最終ページに応募用紙が
　あります。クーポン券取扱店舗で、会計時にお渡しく
　ださい。
　【応募締切】1月31日㈰まで
　　当選者の発表は、プレゼントの発送をもってかえさ
　せていただきます。

　 商工労政課　 050-5802-9540　 0748-23-8292　　

　
　
近
江
八
幡
税
務
署
か
ら
の

　
　
　
　
　
　

お
知
ら
せ
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